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（参考） 

 

飼料添加物安息香酸を含む飼料に係る飼料一般の製造の方法の基準

の改正に関する食品健康影響評価の意見聴取について 

 

１．経緯 

安息香酸はエゴノキ科の樹木の樹脂である安息香中に含まれ、1832 年に化

学構造が明らかにされた有機酸（芳香族カルボン酸）の一種である。消化管内

での菌の増殖を抑える静菌作用により、飼料添加物として豚に給与すること

で、飼料の栄養成分の有効な利用を促進することが期待される。また、飼料摂

取時の胃内 pHの上昇を抑制する効果により、発育促進や飼料効率の改善が期

待される。 

国内では、令和４年に体重がおおむね 70kg以内の豚（種豚育成中のものを

除く。) 用の飼料添加物として 0.5％の添加上限で指定されている。 

海外では、欧州においては子豚用飼料に 0.5%、肥育豚用飼料に 0.3～1.0%、

種豚用飼料に 0.5%～1.0%、米国においては全ての豚用飼料に 0.5%の添加上限

で使用が認められている。 

 今般、事業者から、当該飼料添加物の対象家畜について、豚（肥育豚及び種

豚を含む全ての豚）用への適用拡大の要望があった。 

なお、本改正については、令和６年３月 11日に農業資材審議会より適当と

の答申を得たところである。 

 

２．改正の概要 

安息香酸について、豚（肥育豚及び種豚を含む全ての豚）用飼料へ 0.5％の

添加上限で添加することができるよう、飼料及び飼料添加物の成分規格等に
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関する省令の飼料一般の製造の方法の基準を改正する。なお、この改正は、各

飼料添加物の成分規格等についての改正を含まない。 

３.今回の審議に伴い追加で提出された資料

・国際機関等の評価に関する資料

・効果を裏付ける野外応用試験（豚）

・対象家畜等を用いた飼養試験（豚）

なお、今回の改正で対象家畜となる肥育豚・種豚に対する安全性については、

今回の審議に伴い追加で提出された資料により、農業資材審議会で評価され、

問題ないとされた。 

４．今後の方針 

食品安全委員会からの食品健康影響評価の結果を得た後、飼料及び飼料添

加物の成分規格等に関する省令の改正等必要な手続を進める。 
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